
50 荒廃農地等利活用促進交付金
【３８１（２３１）百万円】

対策のポイント
荒廃農地等を引き受けて作物生産を再開する農業者や農地中間管理機構等

が行う再生作業、土壌改良、営農定着、加工・販売の試行、施設等整備を総
合的に支援します。

＜背景／課題＞

・ 我が国農業の競争力を強化し、持続可能なものとするためには、食料の安定供給に
とって不可欠であり、農業生産の基盤である農地の確保及びその有効利用を図って行
くことが重要です。

・ このため、農業者や農業者組織、参入企業等の担い手や農地中間管理機構等が行う
荒廃農地等を再生利用する取組を推進し、荒廃農地の発生防止と解消を図ります。

政策目標
○平成37年までに農用地区域において、4.5万haの荒廃農地を再生

＜主な内容＞

１．荒廃農地の再生利用活動への支援
１号遊休農地（荒廃農地<Ａ分類>）※１の再生作業（雑木の除去等）、土壌改良（肥

料の投入等）、営農定着（再生農地への作物の導入等）、経営展開（加工品試作及び試
験販売の取組等）を支援します。

２．荒廃農地の発生防止活動への支援
２号遊休農地※２から１号遊休農地への悪化を防止するために必要な低コスト整備

の取組を支援します。
※１ 「１号遊休農地（荒廃農地<Ａ分類>）」とは、農地法第32条第1項第１号に規定する農地で、再生作業の実

施によって耕作が可能となる荒廃農地（市町村等が実施する荒廃農地調査においてＡ分類に区分された農

地のこと。なお、これとは別に再生利用が困難と見込まれる荒廃農地<Ｂ分類>がある。）。

※２ 「２号遊休農地」とは、農地法第32条第1項第2号に規定する農地で、周辺の地域における農地の利用の程

度と比較して著しく劣っている農地。

３．施設等の整備への支援
荒廃農地の再生利用・発生防止に必要な基盤整備（暗きょ、農道の整備等）や農業

用機械・施設（収穫機、ビニールハウス）、農業体験施設（市民農園等）等の整備を
支援します。

４．附帯事業への支援
都道府県・市町村が行う農地利用調整等の取組を支援します。

※ 東日本大震災復興のため耕作放棄地再生利用緊急対策交付金で措置していた「被災者支援型」については、本交付

金によって引き続き支援します。

補助率：定額（再生作業５万円／１０ａ等）、 １／２以内等

事業実施主体：農業者、農業者が組織する団体、農業法人等

［お問い合わせ先：農村振興局地域振興課 （０３－６７４４－２０８１）］

［平成29年度予算概算要求の概要］



荒廃農地等利活⽤促進交付⾦の概要 【平成29年度予算概算要求額：３８１（２３１）百万円】

【対 象 者】

○ 「人・農地プラン」の中心経営体等に位置付けられた農業者、農業
者等が組織する団体（任意組織、法人組織、参入企業等）、農地中間
管理機構、農業協同組合等の農業団体。
※「中心経営体等」には、「今後、地域の中心経営体となることが見込まれる」と市

町村が認めた者を含む。また、東日本大震災復興のため耕作放棄地再生利用緊急対
策交付金で措置していた「被災者支援型」は、本交付金によって引き続き支援。

【対象農地】
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・ 整地等の低コスト整備。

・ 荒廃農地等を利用した放牧事業(※1)と
連携して牧柵等を整備。

再生利用活動

・ 再生作業(雑木の除去等)、土壌改良、
営農定着、加工・販売の試行等の取組。

施設等の整備

・ 再生農地の暗きょ・農道等の基盤整備、
生産再開に必要な収穫機やハウス等の農
業用機械・施設、農業体験施設の整備。

荒廃農地（再生前）

遊休農地

２号遊休農地への支援

・ １号遊休農地の支援と同じ。
【交付金の流れ】

【その他実施要件】

【主な支援内容】

○ 農業者や農業者組織等が、荒廃農地等を引き受けて作物⽣産を再開するために⾏う、再⽣作業、⼟壌改良、営農定着、加
⼯・販売の試⾏、施設等の整備を総合的に⽀援します。

１号遊休農地（荒廃農地<Ａ分類>）への支援

連携事業

整地を行っている農地

※１「地域づくり放牧事業」（生産局所管）
※２「果樹農業好循環形成総合対策事業」（同上）

・ ２号遊休農地を対象とした果樹の改植事
業(※2)と連携し果樹棚等を整備。

荒廃農地を活用した放牧

○ 総事業費が200万円/件未満。
○ 再生された農地において５年間以上耕作されること。
○ 補助率：定額（再生利用活動 5万円/10a、発生防止活動 2万円/10a等）

１／２以内等（重機を用いて行う再生作業、施設等の整備）

１号遊休農地（荒廃農地<Ａ分類>）

・ 農地法第３２条第１項第１号に規定する農
地で、再生作業の実施によって耕作が可能と
なる荒廃農地（市町村等が実施する荒廃農
地調査においてＡ分類に区分された農地）。

２号遊休農地

・ 農地法第３２条第１項第２号に規定する農
地で、周辺の地域における農地の利用の程度
と比較して著しく劣っている農地。

再生作業後、作物を作付け

低コスト整備により耕作再開が可能

基盤整備等の実施により再生利用が可能

果樹棚の整備

・附帯事業への支援 都道府県・市町村が行う農地利用調整等の取組を支援。
交付対象者

農業者組織

参入法人 等

農 業 者

農地中間管理機構

農業用機械 農業用ビニールハウス

発生防止活動

施設等の整備

○ 農振農用地区域内の以下の農地を対象（農業体験施設の場合は除く）。

※附帯事業の場合は、都道府県・市町村


